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■お問い合わせ先　住民福祉課福祉係　℡（６２）１１１１（内線１３２）
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国民年金だより

国民年金保険料の免除制度
　国民年金には、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認さ
れると、保険料の納付が免除される申請免除制度があります。
　申請免除制度には、保険料の全額が免除される全額免除と、保険料の一部を納付し、残り
の保険料が免除される一部納付があります。
　一部納付には、「４分の１納付」「半額納付」「４分の３納付」の３種類があります。
　本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定以下の場合に、全額免除または一部納付が承認
されます。
　また、退職（失業）を理由とした特例免除制度もあります。特例免除は、申請する年度ま
たは、前年度において退職（失業）の事実がある場合に対象となり、失業された方の所得を
除外して免除の審査を行います。
　
※詳しくは下記の国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所国民年金担当課までお問い合
わせ下さい。

●これからの年金相談（毎月第 4金曜日）
　　11月 22日（金）　　12月 27日（金）　※事前に予約が必要です


